第63回水戸市高齢者作品展実施要項裏面☞☞☞　作品展実施要項


１　目　　的　　市内の高齢者を対象に，趣味と特技を発表する場として高齢者作品展を開催し，高齢者の生きがいを高め，福祉に対する市民の理解を深めることを目的とする。
２　主　　催　　水戸市高齢者クラブ連合会
　　　　　　　　後援：水戸市，社会福祉法人水戸市社会福祉協議会
３　期　　間　　令和８年７月22日（水）から７月27日（月）まで　５日間
　　　　　　　　※７月26日（日）を除く
　　　　　　　午前９時　から　午後４時　まで　
４　会　　場　　水戸市役所　１階　多目的スペース
５　出品資格　　市内に居住するおおむね60歳以上の方
６　出品種目　　日本画，洋画，彫刻，工芸美術，書，写真，その他（手工芸等）
　　　　　　　　※大きさについては，お問い合わせください。
７　申込締切　　令和８年７月３日(金)　当日必着
８　問い合せ先　　みとハピ（水戸市高齢者クラブ連合会）事務局
　　　　　　　　〒310-8610
水戸市中央１－４－１　水戸市役所１階　水戸市高齢福祉課内
　　　　　　　　TEL：029-232-9174（直通）　　Fax：029-232-9112
９　出品点数　　１人につき１点まで
10　審　　査　　行わない
11　経　　費　　搬入及び搬出に要する経費は，全て出品者の負担とする。
12　参加賞　　出品者には，搬出時に作品預り証と引替えに参加賞を贈呈する。
13　搬入及び搬出　　○搬入
７月16日（木）  午前９時から正午まで　及び  午後１時から午後４時まで
７月17日（金）  午前９時から正午まで　及び  午後１時から午後４時まで　
「預り証」を発行しますので，必ずお受け取りください。

　　　　　　　　○搬出
７月29日（水）  午前９時から正午まで　及び  午後１時から午後４時まで
７月30日（木）  午前９時から正午まで　
展示した作品は，「預り証」と引き替えにお返しします。裏面☞☞☞　作品展実施要項


第63回水戸市高齢者作品展申込書
	受付番号
	
	申 込 日
	令和８年　　月　　日

	出品者の
所属
（いずれかを○で囲む）
	１　高齢者クラブ会員　（単位クラブ名　　　　　　　　　　　　）
２　施設関係者　（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　一般　（上記１・２以外）

	フリガナ
	
	年　齢
	

	出品者氏名
	
	
	　　　　　歳

	出品者の
住所・電話番号
	　〒　　　－
水戸市
　　　　　　　　　 電話番号（　　　　－　　　　   －　　　　）

	出　品　種　目
（いずれかを○で囲む）
	①書　②水墨画　③日本画
④洋画　⑤彫刻　⑥工芸
⑦陶芸　⑧写真　⑨手工芸
⑩その他（　　　　　　　　　　）
	作品の詳細

	
	
	縦　 　 cm × 横　　    cm  × 高さ 　　  cm
重さ　　　　　㌘



	ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ
	

	作品の題名
	

	作品の説明
作品の解説や，制作の際に特に力を入れた点などについて記入して下さい。（作品カードに記入し掲示します。）
	
	作品展
参加回数
今回での回数。
分かる範囲で記入してください。
	
回目　
例）
初めての方　⇒初回
２回目の方　⇒２回

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注意事項
１　出品数は１人１点までとします。
２　申込み方法
　　みとハピ会員は，単位クラブ会長を経由して下記宛て提出してください。
[bookmark: _GoBack]　　その他の出品希望者は，直接下記宛て提出してください。
３　搬入日及び搬出日
　　　搬入日：令和８年７月16日（木），17日（金）
　　　搬出日：令和８年7月29日（水），30日（木）
　　　受付時間：〔午前の部〕午前９時から正午まで　〔午後の部〕午後１時から４時まで
　　　　　　　※７月30日（木）は，午前の部のみ受付します。
申込先　　みとハピ（水戸市高齢者クラブ連合会）事務局
〒310-8610　水戸市中央１－４－１　１階　水戸市高齢福祉課内
TEL：０２９－２３２－９１７４　FAX：０２９－２３２－９１１２
締切日　　令和８年７月３日（金）



